
議案第１５号  

 

 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定に  

ついて  

 

 

執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  

 

 

 

  平成 29 年２月 28 日  提出  

 

 

羽曳野市長  北  川  嗣  雄     



  提  案  理  由  

 

同和対策事業の実施について審議する羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会を

廃止するとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）

の規定に基づき、羽曳野市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行

う羽曳野市空家等対策協議会を設置するため、この条例を制定しようとするものであり

ます。  



執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例  

 

平成   年   月   日   

羽曳野市条例第    号   

 

執行機関の附属機関に関する条例 (昭和 44 年羽曳野市条例第 7 号 )の一部を次のよう

に改正する。  

 別表羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会の項を削り、同表中  

「  

羽 曳 野 市 バ リ ア フ リ

ー基本構想協議会  

市のバリアフリー基本構想の作成に関する協

議及び実施に係る連絡調整等に関する事項  

                                  」を  

「  

羽 曳 野 市 バ リ ア フ リ

ー基本構想協議会  

市のバリアフリー基本構想の作成に関する協

議及び実施に係る連絡調整等に関する事項  

羽 曳 野 市 空 家 等 対 策

協議会  

市の空家等対策計画の作成及び変更並びに実

施に関する審議等に関する事項  

                                  」に改める。 

 

   附  則  

 (施行期日 ) 

1 この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 ) 

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和 36 年羽曳野市

条例第 188 号 )の一部を次のように改正する。  

  別表羽曳野市同和対策総合計画実施推進協議会委員の項を削り、同表中  

 「  

羽曳野市建築審査会委員  学識経験者   日額   20,000 円  上 記 に 同

じ  有識者     日額    7,000 円  

                                     」を  



 「  

羽曳野市建築審査会委員  学識経験者   日額   20,000 円  上 記 に 同

じ  有識者     日額    7,000 円  

羽曳野市空家等対策協議

会委員  

学識経験者   日額   20,000 円  上 記 に 同

じ  その他の委員  日額   7,000 円  

                                     」に

改める。  



執行機関の附属機関に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

別表(第 2条関係) 

 1 市長の附属機関 

附属機関の名称 担任する事務 

省略 

羽曳野市住居表

示審議会 

 

市の住居表示についての

調査、審議等に関する事

項 

羽曳野市バリア

フリー基本構想

協議会 

市のバリアフリー基本構

想の作成に関する協議及

び実施に係る連絡調整等

に関する事項 

羽曳野市空家等

対策協議会 

市の空家等対策計画の作

成及び変更並びに実施に

関する審議等に関する事

項 

 2 省略  

別表(第 2条関係) 

 1 市長の附属機関 

附属機関の名称 担任する事務 

省略 

羽曳野市住居表

示審議会 

市の住居表示についての

調査、審議等に関する事

項 

羽曳野市同和対

策総合計画実施

推進協議会 

市の同和対策総合計画事

業の実施についての審議

等に関する事項 

羽曳野市バリア

フリー基本構想

協議会 

市のバリアフリー基本構

想の作成に関する協議及

び実施に係る連絡調整等

に関する事項 

 

 

 

 

 2 省略 

 



特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

別表 

区分 報酬の額 
費用弁

償の額 

省略 

羽曳野市住居表

示審議会委員 

 

日額  7,000円 上記に

同じ 

 

 

  

羽曳野市人権審

議会委員 

学識経験者 

日額 20,000円 

上記に

同じ 

市民代表 

日額  7,000円 

省略 

羽曳野市建築審

査会委員 

学識経験者 

日額 20,000円 

上記に

同じ 

有識者 

日額  7,000円 

羽曳野市空家等

対策協議会委員 

学識経験者 

日額 20,000円 

上記に

同じ 

その他の委員 

日額  7,000円 

羽曳野市教育委

員会評価委員会

委員 

日額  7,000円 

 

上記に

同じ 

省略 
 

別表 

区分 報酬の額 
費用弁

償の額 

省略 

羽曳野市住居表

示審議会委員 

日額  7,000円 上記に

同じ 

羽曳野市同和対

策総合計画実施

推進協議会委員 

日額  7,000円 上記に

同じ 

羽曳野市人権審

議会委員 

学識経験者 

日額 20,000円 

上記に

同じ 

市民代表 

日額  7,000円 

省略 

羽曳野市建築審

査会委員 

学識経験者 

日額 20,000円 

 

 

上記に

同じ 

 

有識者 

日額  7,000円 

 

 

羽曳野市教育委

員会評価委員会

委員 

日額  7,000円 

 

上記に

同じ 

省略 
 

 


